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三
左
ェ
門

平
成
十
四
年
八

月
十
九
日
か
ら

九
月
二
日
ま
で

平
舘
村
漁
業

協
同
組
合

第
二
千
六
十
二
号

平
成
十
四
年
八
月
十
九
日

(
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曜
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青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
矢
作
一
〇
四
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

群
馬
県
前
橋
市
日
吉
町
四
丁
目
四
〇
の
一
一

代
表
取
締
役

山
田
昇

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
四
年
八
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
十
九
日

青
森
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事

木
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守

男

一
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規
模
小
売
店
舗
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名
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び
所
在
地

カ
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セ
ン
タ
ー
弘
前
店

弘
前
市
城
東
第
五
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
五
五
街
区
の
一
一
外

一
七
筆

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
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名
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及
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所
並
び
に
代
表
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名

紅
屋
商
事
株
式
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社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役
社
長

秦
勝
重

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
四
年
八
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
施
行

平
成
十
四
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
採
石
法
施
行
規
則

(

昭

和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号)

第
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
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す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
十
九
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

試
験
の
期
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期
日

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日

(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

２

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館

｢

ア
ス
パ
ム｣

五
階

会
議
室

｢

あ
す
な
ろ｣

二

試
験
科
目
等

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
に
よ
り
行
う
。

１

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令

(

環
境
保
全
関
係
法
令
を
含
む
。)

２

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
十
四
年
九
月
二
日

(

月)

か
ら
同
月
二
十
四
日

(

火)

ま
で

(

郵
送
の
場
合
は
、
同
月
二

十
四
日
付
け
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。)

四

受
験
願
書
の
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

五

提
出
書
類

１

受
験
願
書

一
通
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２

履
歴
書

一
通

３

写
真

一
枚

(

写
真
の
大
き
さ
は
手
札
形
で
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
正
面
上
半
身
像
と
し
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の)

六

受
験
手
数
料

八
千
円

(
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
験
願
書
提
出
時
に
添
付
し
て
納
入
す
る
。
消
印
し
て

は
な
ら
な
い
。)

七

そ
の
他

受
験
願
書
及
び
履
歴
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
で
配
布
す
る
。

(

郵
送

を
希
望
す
る
場
合
は
、
返
送
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
に
、
八
十
円
分
の
切
手
を
貼
り
付
け
た

も
の
を
同
封
す
る
こ
と
。)

受
験
者
に
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
か
ら
受
験
票
を
送
付
す
る
。

出

先

機

関

む
つ
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
五
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
む
つ
県
土
整
備
事
務
所
及
び
む

つ
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
十
九
日

む
つ
県
土
整
備
事
務
所
長

石

井

博

雄
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